
（
指
定
物
品
の
範
囲
等
）

（
指
定
物
品
の
範
囲
等
）

第
四
十
五
条

法
第
八
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
物
品
は
、
次
に
掲
げ

第
四
十
五
条

同

上

る
物
品
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十

二

関
税
法
第
二
条
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
号
に
規
定
す
る
船
用
品
及
び
機
用
品
（

号
に
規
定
す
る
船
用
品
及
び
機
用
品
（
前
号
に
掲
げ
る
物
品
を
除
く
。
）

前
号
に
掲
げ
る
物
品
を
除
く
。
）

２

省

略

２

同

上

（
個
人
事
業
者
に
係
る
中
間
申
告
等
の
特
例
）

（
個
人
事
業
者
に
係
る
中
間
申
告
等
の
特
例
）

第
四
十
六
条
の
二

省

略

第
四
十
六
条
の
二

同

上

２

法
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
消
費
税
法
施
行

２

法
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
消
費
税
法
施
行

令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
号
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
十

令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
号
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
十

八
条
第
十
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（
租
税
特
別
措
置
法
（

八
条
第
十
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（
租
税
特
別
措
置
法
（

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
）

場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
）

」
と
、
同
令
第
五
十
条
第
一
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（
租

」
と
、
同
令
第
五
十
条
第
一
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（
租

税
特
別
措
置
法
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課

税
特
別
措
置
法
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課

税
期
間
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
。
次
項
及
び
第
三
項
に

税
期
間
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
。
次
項
及
び
第
三
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
令
第
五
十
四
条
第
三
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は

お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
令
第
五
十
四
条
第
三
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は

「
経
過
し
た
日
（
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

「
経
過
し
た
日
（
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
。

場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
。

第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
令
第
五
十
八
条
の
二
第
二
項
及
び
第
五
十
八
条

第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
令
第
五
十
八
条
の
二
第
二
項
及
び
第
五
十
八
条

の
三
第
二
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（
租
税
特
別
措
置
法
第

の
三
第
二
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（
租
税
特
別
措
置
法
第

八
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
係
る
同

八
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
係
る
同

項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
令

項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
令

第
六
十
三
条
第
五
項
中
「
以
後
一
月
の
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
か
ら
同
日
以
後
二
月
を

第
六
十
三
条
第
五
項
中
「
以
後
一
月
の
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
か
ら
同
日
以
後
二
月
を

経
過
し
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
終
了
し
た
一
月
中
間
申
告
対
象
期
間
」
と
、
「
二
月

経
過
し
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
終
了
し
た
一
月
中
間
申
告
対
象
期
間
」
と
、
「
二
月

」
と
あ
る
の
は
「
三
月
」
と
、
同
令
第
七
十
条
の
十
三
第
一
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と

」
と
あ
る
の
は
「
三
月
」
と
、
同
令
第
七
十
条
の
十
三
第
一
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と

あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適

あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適

用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限

用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限

の
翌
日
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
す
る
。

の
翌
日
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
令
第
七
十
一
条
第
二
項
中
「
経
過
し
た

日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規

定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
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出
期
限
の
翌
日
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
す
る
。

３
～
５

省

略

３
～
５

同

上

（
免
税
対
象
車
等
の
範
囲
）

（
免
税
対
象
車
等
の
範
囲
）

第
五
十
一
条
の
二

法
第
九
十
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
検
査
自
動

第
五
十
一
条
の
二

同

上

車
は
、
次
に
掲
げ
る
自
動
車
と
す
る
。

一

天
然
ガ
ス
自
動
車
（
法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
天
然
ガ
ス

一

天
然
ガ
ス
自
動
車
（
法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
天
然
ガ
ス

自
動
車
を
い
う
。
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
車
両
総
重
量
（
法

自
動
車
を
い
う
。
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
車
両
総
重
量
（
法

第
九
十
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

第
九
十
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
も
の
の
う
ち
、
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
軽
中
量

同
じ
。
）
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
も
の
の
う
ち
、
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基
準

車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
軽

に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基
準
に

中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
自
動
車
で
財
務

定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る

省
令
で
定
め
る
も
の

も
の

二

次
に
掲
げ
る
揮
発
油
自
動
車
（
法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る

二

同

上

揮
発
油
自
動
車
を
い
う
。
次
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

イ

乗
用
自
動
車
（
法
第
九
十
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
を
い
う
。

イ

同

上

ロ
及
び
第
四
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

率
算
定
自
動
車
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

も
の
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の

⑴

省

略

⑴

同

上

⑵

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
イ
⑵
に
規
定

⑵

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
イ
⑵
に
規
定

す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
令

す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
令

和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
同
号
イ
⑵
に
規
定
す
る
令
和
二
年
度

和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
同
号
イ
⑵
に
規
定
す
る
令
和
二
年
度

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
百

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
百

分
の
百
十
六
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

分
の
百
九
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
（
令
和
七
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、

令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
）
で
あ
る
こ
と
。

ロ

乗
用
自
動
車
（
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
算
定
自
動
車
で

ロ

同

上

あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
財
務
省
令

で
定
め
る
も
の

⑴

省

略

⑴

同

上

⑵

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に

⑵

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に

百
分
の
百
七
十
三
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

百
分
の
百
六
十
二
（
令
和
七
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
百
分
の
百
五
十
）

を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。
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ハ

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
乗
合
自
動
車
（
法
第
九
十
条
の
十
二
第
一

項
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
乗
合
自
動
車
を
い
う
。
第
四
号
ロ
及
び
ニ
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の

⑴

平
成
十
七
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
十
七
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二

分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

⑵

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で

あ
る
こ
と
。

ニ

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
（
法
第
九
十
条
の
十
二
第
一

項
第
四
号
ニ
に
規
定
す
る
貨
物
自
動
車
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
（
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
算
定
自
動
車
で
あ
る
も
の
に

限
る
。
）
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も

の⑴

平
成
十
七
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
十
七
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四

分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

⑵

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に

百
分
の
百
三
十
九
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ハ

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
（
法
第
九
十
条
の
十
二
第
一

ホ

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
（
ニ
に
掲
げ
る
自
動
車
を
除

項
第
四
号
ハ
に
規
定
す
る
貨
物
自
動
車
を
い
う
。
第
四
号
ハ
及
び
ニ
に
お
い
て
同

く
。
）
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の

じ
。
）
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の

⑴

省

略

⑴

同

上

⑵

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
法
第

⑵

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
法
第

九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
ハ
⑵
に
規
定
す
る
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ

九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
ニ
⑵
に
規
定
す
る
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
を
い
う
。
第
四
号
ハ
⑵
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ー
消
費
効
率
を
い
う
。
第
四
号
ハ
⑵
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
百
分
の
九
十
を
乗

じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

石
油
ガ
ス
自
動
車
（
法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
石
油
ガ
ス

三

同

上

自
動
車
を
い
う
。
次
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
算
定
自
動
車
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該

当
す
る
も
の
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の

イ

省

略

イ

同

上

ロ

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の

ロ

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の

百
十
六
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

百
九
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
（
令
和
七
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
令
和
二
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年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
）
で
あ
る
こ
と
。

四

次
に
掲
げ
る
軽
油
自
動
車
（
法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
軽

四

同

上

油
自
動
車
を
い
う
。
次
項
第
七
号
及
び
第
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

イ

乗
用
自
動
車
（
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
算
定
自
動
車
で
あ
る

イ

同

上

も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
財
務
省
令
で
定

め
る
も
の

⑴

省

略

⑴

同

上

⑵

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分

⑵

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分

の
百
十
六
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

の
百
九
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
（
令
和
七
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
令

和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
）
で
あ
る
こ
と
。

ロ

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
乗
合
自
動
車
（
法
第
九
十
条
の
十
二
第
一

ロ

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
乗
合
自
動
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も

項
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
乗
合
自
動
車
を
い
う
。
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
令
和

該
当
す
る
も
の
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の

二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
算
定
自
動
車
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う

ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の

⑴

平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
又
は
法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
六

⑴

平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

号
イ
⑴
に
規
定
す
る
平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑵

省

略

⑵

同

上

ハ

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
の
う
ち

ハ

同

上

、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の

⑴

省

略

⑴

同

上

⑵

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分

⑵

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分

の
九
十
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ニ

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
乗
合
自
動
車
又
は
貨
物
自
動
車
で
あ
つ

ニ

同

上

て
、
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
算
定
自
動
車
の
う
ち
、
次
の

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の

⑴

省

略

⑴

同

上

⑵

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に

⑵

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（

百
分
の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
六
号
ニ
⑵
に
規
定
す
る
平
成
二
十
七
年
度
基
準

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
い
う
。
次
項
第
二
号
及
び
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
に
百
分
の
百
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

２

こ
の
条
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と

２

同

上

こ
ろ
に
よ
る
。

一

平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年

一

平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基
準

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
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法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
十
月
一

百
八
十
五
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
以
降

日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
天
然
ガ
ス
自
動
車
に
係
る
排

に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
天
然
ガ
ス
自
動
車
に
係
る
排
出
ガ
ス

出
ガ
ス
保
安
基
準
（
法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
排
出
ガ
ス

保
安
基
準
（
法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
排
出
ガ
ス
保
安
基

保
安
基
準
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の

準
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

を
い
う
。

二
～
四

省

略

二
～
四

同

上

五

平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（

五

平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
イ
⑵
に
規
定
す
る
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

四
号
イ
⑵
に
規
定
す
る
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
平
成
二
十
二
年
度
以

を
い
う
。
第
十
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
平
成
二
十
二
年
度
以
降
の
各
年
度

降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
を
い
う
。

に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
を
い
う
。

六
～
九

省

略

六
～
九

同

上

十

平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
で

あ
つ
て
平
成
二
十
七
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て

定
め
ら
れ
た
も
の
を
い
う
。

（
都
道
府
県
が
行
う
高
等
学
校
の
生
徒
に
対
す
る
学
資
と
し
て
の
資
金
の
貸
付
け
に
係

（
都
道
府
県
が
行
う
高
等
学
校
の
生
徒
に
対
す
る
学
資
と
し
て
の
資
金
の
貸
付
け
に
係

る
消
費
貸
借
契
約
書
等
の
印
紙
税
の
非
課
税
）

る
消
費
貸
借
契
約
書
等
の
印
紙
税
の
非
課
税
）

第
五
十
二
条
の
二

省

略

第
五
十
二
条
の
二

同

上

２

法
第
九
十
一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
生
徒
又
は
学
生
は
、
独
立

２

法
第
九
十
一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
生
徒
又
は
学
生
等
は
、
独

行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
四
条
第
三

立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
四
条
第

項
の
認
定
を
受
け
る
者
と
同
程
度
の
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
（

三
項
の
認
定
を
受
け
る
者
と
同
程
度
の
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の

次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
生
徒
等
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

（
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
生
徒
等
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

３
～
５

省

略

３
～
５

同

上
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